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資料      富士見市の概要について 

 

 

１ 富士見市 

富士見市は、埼玉県の南東部、都心から３０㎞圏に位置し、交通の利便性の高い市です。

鉄道では、東武東上線の３駅が設置され、東武東上線のほか、有楽町線、副都心線、東急 

東横線、横浜高速みなとみらい線との相互直通運転も行われています。道路では、南北方向に

国道２５４号線（川越街道、富士見川越バイパス）が、東西方向に国道４６３号線  

（浦和所沢バイパス）が走り、周辺都市を結ぶ主要道路が整備されています。 

平成２７年４月には、大型商業施設である「ららぽーと富士見」が開業し、駅や近隣市を 

結ぶバス路線も新設され、交通の利便性がさらに向上しました。 

一方で、市名のとおり美しく雄大な富士山を望むことができるとともに、緑豊かな自然や歴史に

触れられる公園もあり、都市と自然が調和した住みやすいまちです。 

行政運営では、「子育てするなら富士見市で！」の理念のもと、子育て支援や教育分野の 

施策を積極的に取り組んでいます。 

富士見市では、これからも新たな地域の魅力を発掘し、「富士見市に住んでみたい」「富士見

市に住んでよかった」と、心から思っていただけるようなまちづくりを進めていきます。 
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２ 富士見市の人口の状況 

①総人口及び世帯数 

平成 27（2015）年１月１日時点の住民基本台帳に基づく本市の総人口は 10万

9,164人、世帯数は４万 8,354世帯であり、１世帯あたり人員は、約 2.3人となっています。

これを昭和 55（1980）年と比較すると、総人口は約 3万人（約 1.4倍）増加しているの

に対して、１世帯あたり人員は、約 1.1人（約 0.7倍）減少しており、世帯の小規模化が進

行しています。 

直近の平成２７年１１月３０日現在の人口は、109,985人となっています。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人） 

本市の人口の推移 
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②年齢区分別人口の推移 

平成 27（2015）年１月１日現在の年齢３区分別の人口構成比は、年少人口  

（０～14歳）が 13.4％（14,631人）、生産年齢人口（15～64歳）が 63.5％

（69,299人）、老年人口が 23.1％（25,234人）なっています。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③将来人口の推計 

 平成 27年 8月 1日時点の住民基本台帳人口をベースに、直近５年間における人口の

移動状況や開発動向を踏まえて推計しています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人（％）） 本市の年齢区分別人口の推移 
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３ 富士見市の財政状況 

①予算総額 

平成 27年度の一般会計予算額は 324億 6,080万 2千円となり、平成 26年度と比べ

1,178万 9千円の増、率にして 0.04％の増となり、過去 2番目に大きな積極型の予算※1

となりました。 

これは、子育て支援施策をはじめとした社会保障費や学校大規模改修等の施設長寿命化

経費の増加などによるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 過去最高の予算額は、市民文化会館キラリ☆ふじみやふじみ野交流センターの建設費用

などを計上した平成 13年度の予算額 329億 8,789万 8千円であり、平成 27年度の

予算額は過去 2番目に大きな予算規模となりました。 
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②平成 27年度 収入・支出の状況 

・収入（歳入）予算の打合せ 

 
 

・支出（歳出）目的別の分類 

民生費は 157億 8,609万円となり、前年度に比べ 5億 599万円の増となってい

ます。これは、社会保障費（福祉・医療・介護）の増や「子ども・子育て支援新制度」

の施行による民間保育所入所児童委託の増などによるものです。 

教育費は 30 億 1,981 万 2 千円となり、前年度に比べ 6 億 3,923 万 5 千円の

増となっています。これは、小学校の大規模改造工事をはじめとした施設改修費の増な

どによるものです。 
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②借入金の状況 

借入金（市債）は、学校、道路、下水道などの公共施設を整備する場合などに借り入れ

をしています。近年は、借入を抑制していることから残高は減少傾向にあります。 

 

※全ての会計の借入金の残高に、債務負担行為額（将来の債務予定額）を加えています。 

※平成 26・27年度の残高は見込みです。（「平成２７年度版ことしのお金の使いみち」から引用） 

 

③財政調整基金の状況 

災害などの不測の事態や多額の支出を伴う事業を行う場合に備え、預金（財政調整基

金）を積み立てています。 

 
※平成 26・27年度の残高は見込みです。（「平成２７年度版ことしのお金の使いみち」から引用） 
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４ これまでの行財政改革の取組み 

これまでにも、行財政運営の適正化・効率化を図るため、行財政改革を推進するにあたって

の方針である大綱を策定し、行財政改革に積極的に取り組んできました。 

 

名称 策定年月 取組項目 

第１次 

行政改革大綱 

昭和 61 年 

８月 

①市民に開かれた計画的行政の推進、②行政と市職員の努

力により簡素でわかりやすい行政の推進と市民サービスの

向上、③国と地方の役割の見直しにより行政責任の明確化

と地方自治の確立、発展、④市民と市行政の役割、負担の

見直しによる公平で効率的な行政の展開、⑤その他、市議

会の合理化等 

第２次 

行財政改革大綱 

平成８年 

４月 

①行政手続きの見直し、②補助金の廃止、整理統合等、③

組織・機構の見直し、④職員の定員管理・給与の適正化、

⑤職員の能力開発の推進、⑥行政サービスの向上、⑦公共

施設の活用、⑧庁内事務の見直し、⑨広域行政の推進、民

間活力の活用、⑩地方分権の推進、財政自治権の確立 

第３次 

行財政改革大綱 

平成１１年 

８月 

①事務事業の見直し、②組織・機構の見直し、③定員及び

給与の適正化、④人材の育成・確保、⑤窓口対応の改善、

情報化推進等行政サービスの向上、⑥行政への市民参加の

促進、⑦公正の確保と透明性の向上、⑧公共財産の活用、

⑨公共工事のコストの縮減、⑩広域行政の推進、⑪地方分

権の推進、財政の健全化    

第４次 

行財政改革大綱 

平成１７年 

3月 

①情報共有の推進②事業の協働化の推進③親切で親しみや

すい窓口対応④身近で使いやすい窓口の整備⑤事業の見直

し⑥市民満足度を追求した成果重視の事業展開⑦民間活力

導入⑧人件費の抑制⑨公共工事コストの縮減⑩事務の簡素

化・合理化⑪電子市役所の推進⑫自主財源の確保⑬受益者

負担の適正化⑭組織機構改革⑮人材育成 

第５次 

行財政改革大綱 

平成 23年 

3月 

①窓口サービスの向上②電子市役所の推進③市民にわかり

やすい情報発信④事務事業の見直し⑤市民参加・協働の推

進⑥民間活力の活用⑦財政運営の健全化⑧自主財源の確保

⑨時代の変化に対応できる人材の育成⑩効率的な人的資源

の配分 

 

 


